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公文書管理の改革に関する中間報告 

 

 

平成 30年 4月 27日 

与党・公文書管理の改革に関するワーキングチーム 

      

今般の公文書を巡る問題は、行政への国民の信頼を揺るがし、ひいては政治不信へ

とつながる極めて深刻な事態となっている。われわれ政権与党は、早急に対策を講じ、

一日も早く国民の不信を払拭しなければならない。 

自民党・公明党の両党は、直ちに与党政策責任者会議の下に、「公文書管理の改革に

関するＷＴ」を立ち上げて議論を開始した。この度、それぞれの党で鋭意議論した結

果を以下の通り、与党として中間報告を取りまとめた。 

両党は、引き続き、最終報告に向けて鋭意議論を継続することとする。 

 

Ⅰ．総 括 

今般、公文書を巡り、行政・政治への信頼を揺るがす極めて深刻な事態が生じた。

日々の仕事の中で公文書管理を適切に実施してきている大多数の国家公務員の努力を

無に帰すものであり、怒りを禁じえない。今回の事案を教訓に、政府には改めて、公

文書管理の意義を全職員に徹底し、適切な管理を行うよう強く求める。 

また、今回の一連の事案を通じて、「政治の介入や圧力があったのではないか」との

疑念に対し、関係府省のヒアリングにおいて徹底的に追求したが、関係府省からは行

政事務において政治の圧力等はなかったとの説明があった。しかしながら、いまだに

国民の疑念は払拭されておらず、関係府省の説明が真実であることを明らかにする意

味においても、徹底した事実関係の解明を行い、なぜ、どのようにして、今回の問題

が起こったのか、その経緯、背景を明らかにしていくことを強く求める。 

 

当ＷＴとしては、政府において公文書管理のルール遵守を徹底すべきであることは

もちろんだが、国家公務員が公文書管理の問題に委縮して業務を適切に遂行できない

といった本末転倒の事態とならないよう、 

（１）既に取られた政府の対応の検証・評価 ⇒（２）政府への追加的措置の要請 ⇒ 

（３）今後のさらなる包括的・総合的対応の検討 

の３段階でプロセスを明確にして検討を進めることとした。 

 

（１）既に取られた政府の対応の検証・評価 

先ず、政府においては、既に昨年 12月の行政文書管理ガイドラインの改正を踏ま

え、各府省において新たな文書管理の運用が開始されるとともに、総理より電子決

裁への移行の加速化などの指示が行われている。その結果、以下のとおり、一定の
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対応が取られているが、引き続き、各省における内部調査を進めつつ、徹底した 

真相解明を図る必要がある。 
 

①森友問題においては、 

・土地の契約に係る経緯の文書が廃棄されていた点については５年保存とした。 

・あってはならない決裁文書の事後の改ざんがなされた点、電子決裁が１件し

かなかった点については電子決裁への速やかな移行を進めている。 

・大臣の指示を受け、官房長を中心として事実関係を明らかにすべく調査中で

あり、速やかに書き換えに対する指示や経緯等を明らかにすること。 

②加計問題においては、 

・各府省間の打合わせ記録、自治体との面会記録が適切に作成されなかった点

について、複数職員での確認や当事者への確認等により文書内容の正確性を

担保することとした。 

・確認ができない場合はその旨を明記することとした。 

・面会記録が残されていると指摘のある当事者は自ら説明責任を果たすこと。 

③自衛隊日報問題においては、 

・公文書管理の認識が甘くルールの不徹底が大きな原因であったことから、日

報が１年未満保存とされていた点について保存期間を 10年とした。 

・統幕における一元的管理とした。 

・大野政務官をトップに、元検事長を加えた調査チームを立ち上げ、事実関係

を調査中であるが、特に、1 年以上、日報の存在を確認しながらも大臣に報

告をしていなかった件については、早急に事実関係を明らかにすること。 
 

（２）政府に求める追加的措置の要請 

しかしながら、上記の新たなルールは、４月から運用が開始されたばかりであり、

当ＷＴとしても、新たなルールの運用状況、職員の意識改革の進展について厳しく監

視していく。 

併せて、今後作成する公文書を原則電子文書として保存するとともに、検索が容易

な保存システムを構築すること、決裁の事後的修正の厳格なルール策定、決裁文書に

記述する内容や編綴する資料のあり方の明確化等、政府に対し追加的な措置を求める。 

また、公文書に共通する課題として、公文書の範囲の問題がある。この点、公文書

の果たすべき役割を踏まえれば、組織としての意思決定の経緯に関する文書は、公文

書であり、その作成にあたっては将来における経緯の正確な検証のため、また情報公

開に当たって不必要な誤解を招くことのないよう、組織的に必要な内容確認を行うと

ともに、内容についての正確度を「検討中」、「作成途上」、「相手方未確認」等として

明記するよう、内閣府・公文書管理委員会において全府省共通のひな型の作成を求める。 

 

（３）今後のさらなる包括的・総合的対応の検討 

当ＷＴとしては、事実関係の解明を踏まえ、さらに講ずべき対応策について引き続

き検討していく。 
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①各府省における文書管理を専門的・客観的な視点からチェックしていく体制・ 

ガバナンスの構築 

②公文書管理の専門官やアーキビストを含む内閣府、国立公文書館の体制整備 

③各府省における情報公開への対応体制の整備 

④公文書の電子保存についての範囲、手法等の明確化 

⑤電子決裁への移行のさらなる加速 

⑥外交・防衛機密に関する情報公開についての諸外国の制度・実態の比較検証 

および一般公文書とは別の情報公開ルールの創設 

⑦公益通報者を保護する仕組み 

⑧刑法犯罪に至らない不正・不当な行為への対応策のさらなる検討 

⑨責任部局以外への共有に関する公文書の取扱い 

⑩電子メールの保存・保管に関するシステムの見直し 

⑪適正な廃棄を担保する仕組み作り 

等、包括的・総合的な対策について、最終報告を取りまとめることとする。 

 

Ⅱ．３段階アプローチによる具体的な対応策 

１．提言にあたっての基本的考え方 
 

 今回の議論に際し、公文書管理の基本的な考え方は以下の通りである。 
 
（１）公文書管理、情報公開は、民主主義の基盤である。公文書管理法は、公文書を

健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源と位置づけ、情報公開法に基

づく情報開示とあいまって、政府の諸活動の国民への説明責任を全うするための

不可欠の前提条件である。また、公文書は、各府省自身が過去の意思決定を検証

し、より良い政策や事業の立案に結びつけていくために重要である。 
 

（２）こうした観点から、意思決定の過程や事務・事業の実績について、不都合なこ

とを含めて正確に経緯等を記した文書を作成し、必要な期間保存し、適切に開示

することの重要性を改めて確認することが大切である。また、国家公務員にとっ

て、正確な経緯を公文書として残すことは歴史的使命であるとともに、いわれな

き批判から職員自身を守ることにも繋がることを全職員が認識すべきである。 
 

（３）公文書の果たすべき役割を踏まえれば、組織としての意思決定の経緯に関する

文書は、公文書である。今回「個人メモ」の存在が議論になったが、意思決定の

経緯に関する文書が「個人メモ」との位置づけの下で、廃棄されたり、開示され

ないということがあってはならない。その際、将来における経緯の正確な検証の

ため、また情報公開に当たって不必要な誤解を招くことのないよう、組織的に必

要な内容確認を行うとともに、内容についての確認状況などを明記した上で、公

文書として保存しなければならない。 

 



4 

 

（４）なお、公文書の開示については、情報公開法上、国民への説明責任を果たすた

め、公文書は原則開示とする一方で、開示により個人・法人の利益や国や公共の

安全等の公益を損なう情報については不開示とすることが定められている。情報

公開への対応を気にして、公文書の作成段階で、作成をためらったり、内容を限

定することがあってはならず、公文書の内容を充実させていくためにも、情報公

開への対応については、法に基づいて、粛々と開示・不開示を判断すべきもので

ある。 

 

２．各事案の問題点 
 
  今回の一連の事案には、様々な問題点があるが、主要府省庁のヒアリングを通じ

て主なものを整理すると以下のとおりである。 
 

（１）森友学園問題 

    ①土地の契約に係る交渉経緯に関する文書が、当時の文書管理規則に則って１年

未満で廃棄されていた。様々な疑問、指摘について、保存している公文書に基

づいて説明することができず、関係者の記憶等に頼らざるをえなかった。また、

そもそも不都合な記載があるから早期に廃棄したのではないかとの疑念を招く

ものであった。公文書管理法の目的である意思決定過程の合理的な跡付け、検

証を困難なものとした点で、極めて不適切な対応である。 

②決裁文書が書き換えられていた。決裁は組織としての意思決定そのものであり、

意思決定の根拠は明確に記載すべきであって、意思決定の根拠でない事項は記

載すべきではない。これを書き換えることは、意思決定の背景に不都合な事実

があったことを隠そうとしているのではないかとの批判を招く行為であり、論

外である。なお、書き換えられた 14の文書のうち、電子決裁が行われ、書換え

の履歴が残っていたのは１つだけであり、さらに書き換えに気付かなかったこ

とも事実関係の解明を困難にした。 
 

（２）加計学園問題 

①各府省間や自治体との打合せについて、一方当事者では記録を作成し、他方で

は作成していないものがあり、打合せ内容についても当事者間の認識に相違が

あった。また、組織的な確認を経ていない「個人メモ」が発見され、その内容

が事実であるかどうかが議論となった。そもそも意思決定等の過程について、

当事者間で共通の認識、文書に基づいて説明することができず、また、発見さ

れた文書の信憑性を自ら否定するという状況は、説明責任という観点からは全

く不適切である。 

②当初存在が確認できないとされていた文書が再調査により確認された。当初存

在しないとしたものが、外部の指摘によって再調査を行えば発見されるという

のでは、不都合な事実を隠そうという意図の下で、十分な探索を行わなかった

のではないかという疑念を招いてもやむをえず、公文書管理、情報公開に対す

る信頼を根本から揺るがすものである。 
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（３）自衛隊日報問題 

     ①自衛隊日報が、当時の文書管理規則に則って１年未満保存とされていた。日報

は貴重な歴史的一次資料であるにもかかわらず、このように極めて短い保存期

間としていたのは、開示請求を受けて「戦闘」という用語が用いられていたこ

とを隠すためではないかとの疑念を招くものである。日報の内容については、

例えば他国との関係や今後の派遣部隊の安全確保等の観点から直ちには開示

には馴染まないものがあると考えられ、情報公開法に基づく開示請求があった

場合には、きちんと法に照らして開示、不開示を判断すべきものである。 

     ②当初の調査で確認されなかった文書が続々と発見されている。これについても、

他の事案同様、公文書管理、情報公開に対する信頼を根本から揺るがすもので

ある。実態としては、当初設定された保存期間や主管部局と関係なく、様々な

部署において、無秩序にコピーが保存されていた。特別防衛監察が行われ、統

幕における一元管理が決定された後も、十分な集約がなされず、文書の存在が

明らかになっていなかったことは、セキュリティ面からも大きな問題がある。 

 

３．政府が既に対応した公文書管理の取組みとその検証 
 

政府においては、一連の問題に早急に対応するため、昨年 7 月から 12 月にかけて、

弁護士・学者等からなる第三者機関である公文書管理委員会で対応策を検討し、パブ

リックコメントを経て、昨年 12月末、「行政文書管理ガイドライン」（内閣総理大臣決

定）を改正した。その後、ガイドライン改正を踏まえた各府省の文書管理規則改正に

ついても、個別に公文書管理委員会がチェックを行った上、内閣総理大臣の同意を経

て行われた。各府省では、この４月から新しいルールによる公文書管理がスタートし

ている。 

また、本年３月 23日の閣僚懇談会において、総理から、１）幹部職員が先頭に立っ

て、４月からの新ガイドラインによる厳格なルールを全職員に徹底し、確実に運用す

ること、２）更新等の履歴が厳格に管理できる電子決裁システムへの移行を加速する

ことが指示された。 

この結果、以下のとおり、政府においては、これまでに明らかになった問題点に対

して、一定の対応が図られていることを当ＷＴは確認した。 
 

 意思決定過程の検証に必要となる各府省間等の打合せに関する文書が作成さ

れていない。（加計学園の①） 

⇒意思決定等に影響を与える各府省間等の打合せの記録については文書を作成

することを義務化。（ガイドライン改正） 

 文書の内容の正確性が担保されていない。組織的確認を経ていない文書が公文

書と混在している。（加計学園の①） 

⇒複数職員での確認や当事者への確認等により文書の内容の正確性を担保。確 

認できない場合はその旨明記。組織的な確認を経ていない個人メモについて



6 

 

は、共有フォルダには保存せず、個人フォルダに置くことを徹底。（ガイド

ライン改正） 

 意思決定過程や事務・事業の実績の検証に必要な文書が１年未満保存とされて

いる。（森友学園の①、自衛隊日報の①） 

⇒「契約等の重要な経緯に関する文書」は 5年保存としたほか、保存期間を 1 年

未満とできる７類型（原本の写し等）を明記（ガイドライン改正）。防衛省

として、自衛隊日報の保存期間を 10 年とし、保存期間満了後は国立公文書

館へ移管することを決定。 

 文書（特に電子文書）が体系的に保存・管理されておらず、文書の探索の精度

が低い。（加計学園の②、自衛隊日報の②） 

⇒共有フォルダを保存先として活用する際は、行政文書ファイル管理簿上の 

分類に従った階層構造にする等、フォルダ構成を管理しやすい構造とする

（ガイドライン改正）。防衛省においては、日報については統幕において一

元的に管理することを決定。 

 決裁文書が書き換えられていた。（森友学園の②） 

⇒修正履歴が残る電子決裁への移行を加速する総理指示が出され、総務省に 

おいて、電子決裁が行われていないのは何か、電子化にどのような困難があ

るかの各府省の状況を把握しつつ、推進方策を検討しているところ。 

 

４．政府への追加的措置の要請 
 

 政府の取組みを検証した結果、以下のとおり大きく二点、さらなる追加的措置を政

府に要請する。 
 

【要請１】各府省においては、幹部が率先して、速やかに新たなルールの徹底を図る

とともに、内閣府・公文書管理委員会において、全府省における実態を詳細に調査

し、チェックを行っていくべきである。当ＷＴとしても、厳しく監視して行く。 

①文書管理担当者の指名、保存期間表の策定 

②共有フォルダ等での体系的保存 

③職員に対する文書管理の意義やガイドラインの趣旨を徹底する取組み 

④公文書の判断が「恣意的」と疑われることのない運用の徹底 
 

【要請２】新たな公文書管理ルールにおいても、まだ十分対応できていないと考える 

以下の点について、政府において早急に追加的対応を取ることを求める。 

①本年になっても、防衛省等において新たに、従来確認されなかった文書が発見さ

れていることを踏まえ、今後作成する公文書については、検索が容易な電子文書

として保存することを原則とすべきである。このため、内閣府・公文書管理委員

会および各府省における電子文書の共有フォルダ等での体系的管理やアクセス

制限、他部署との文書共有ルール等に関し、セキュリティの確保と探索の容易性

を両立できる具体的方策について、早急に検討し結論を得ること。 
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②全ての公文書について、「正確性」の確保を徹底すること。そのために、文書中

において、「検討中」、「作成過程」や「相手方未確認」など、文書の位置づけや

確度を明示することを徹底するとともに、内閣府・公文書管理委員会において全

府省共通の「ひな型」を提示すること。 

③電子決裁については、本来は業務効率化の手段であるが、決裁文書の書換え対策

としても有効であり、電子決裁を原則とすべく移行を進めること。その際、民間

事業者等から大量に提出される紙ベースの申請書等が電子決裁推進の支障とな

っていることから、各府省において、デジタル・ガバメント計画に基づいて、国

に対する申請等のオンライン化、添付資料の削減を徹底しながら、電子決裁を推

進していくことが適当である。また、総務省および各府省においては、システム

の容量拡充を含め電子決裁の使い勝手が向上するよう改修を行うべきである。 

④一方、電子決裁が行われた案件についても書換えが行われており、決裁の事後的

な修正について、明確なルールがないことが問題点としてあげられる。内閣府・

公文書管理委員会においては、紙、電子を問わず、決裁後の文書の修正について、

明白な誤字脱字の修正等、事後的な修正が許される範囲を限定的に示すとともに、

修正に当たって決裁権者の了解を得ることや、実際に修正を行う者を限定するな

どの修正手続を明確化するとともに、内容にわたる修正については決裁を取り直

すことを徹底すること。総務省においては、文書管理システムについて、修正手

続の明確化を踏まえ、修正した場合の履歴の共有を含め、システム改修を行うべ

きである。 

⑤さらに、今回の決裁文書の書換え問題では、書換えにより削除された情報につい

て、意思決定の背景・根拠であったのではないかとの批判がなされている。本来、

公文書管理法の趣旨に照らしても、決裁文書は、意思決定の根拠を端的、明確に

示すべきものであって、意思決定の意図や経緯について、決裁途上においても、

情報公開においても、読む人によって異なる理解がされることがあってはならな

い。各府省において、決裁文書に記述する内容や編綴する資料のあり方について、

考え方を明確化して徹底するとともに、それを内閣府・公文書管理委員会に報告

してチェックを受けることとすべきである。 

⑥公文書に対する意識改革のため、地方支分局を含めた職員に対し、「e-ラーニン

グ」等も活用しつつ研修を行うとともに、特に、文書管理者及び文書管理担当者

に対しては、対人の「特別な研修」により、公文書管理法の趣旨や理念を徹底し、

適切な運用を確保すべきである。 
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５．今後の検討事項 
 

今回の一連の問題の再発防止のためには、何よりも事実関係の解明が重要である。

当ＷＴとしては、引き続き、政府の取組みをチェックするとともに、事実解明の状

況もみながら、 

①各府省における文書管理を専門的・客観的な視点からチェックしていく体制・ 

ガバナンスの構築 

②公文書管理の専門官やアーキビストを含む内閣府、国立公文書館の体制整備 

③各府省における情報公開への対応体制の整備 

④公文書の電子保存についての範囲、手法等の明確化 

⑤電子決裁への移行のさらなる加速 

⑥外交・防衛機密に関する情報公開についての諸外国の制度・実態の比較検証 

および一般公文書とは別の情報公開ルールの創設 

⑦公益通報者を保護する仕組み 

⑧刑法犯罪に至らない不正・不当な行為への対応策のさらなる検討 

⑨責任部局以外への共有に関する公文書の取扱い 

⑩電子メールの保存・保管に関するシステムの見直し 

⑪適正な廃棄を担保する仕組み作り 
 
などの点について、さらなる対応策を検討し、早急に結論を得て最終報告を取りまと

めることとする。 

 

以上 


